
日 滋 東 近 第 １ 号  

令 和 ８ 年 ４ 月 1 5 日  

 

自治会長 各位 

 

日本赤十字社滋賀県支部東近江市地区長    

（公 印 省 略）   

 

令和８年度日本赤十字社活動資金の募集について（依頼） 

 

陽春の候、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、日本赤十字社の活動に深い御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

 さて、日本赤十字社は、人間のいのちと健康、尊厳を守ることを目的として、

災害救護や医療事業、また国際救援などの幅広い人道支援活動を行っています。

そしてこれらの活動は、赤十字の目的に御賛同くださる皆様方からの活動資金に

よって支えられており、昨年度東近江市では、11,957,521 円（令和８年３月 23 日

現在）の御協力をいただきました。 

 つきましては、今年も５月１日から 31 日まで「赤十字会員増強運動※」が県内

一斉に展開されますので、貴自治会におかれましても活動資金募集の取組につい

てお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 
 

※赤十字会員増強運動…県民に赤十字についての理解を深めていただき、一人でも多くの方から

赤十字活動への支援を得ることで財政基盤の強化を図るために実施。 

なお、会員とは、赤十字の支援者のことを言います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本赤十字社滋賀県支部東近江市地区 事務局 

（東近江市福祉部福祉政策課内） 

電話 0748-24-5512 IP 050-5801-0945 FAX 0748-24-5693 
                                                                                                            

永源寺支所  電話 0748-27-1121 IP 050-5801-1121 

  五個荘支所  電話 0748-48-3111 IP 050-5801-3111 

  愛東支所   電話 0749-46-2260 IP 050-5801-2260 

  湖東支所   電話 0749-45-0511 IP 050-5801-0511 

  能登川支所  電話 0748-42-8700 IP 050-5801-8700 

  蒲生支所   電話 0748-55-4883 IP 050-5801-4883 

八日市地区・永源寺地区・愛東地区
湖東地区・蒲生地区



１ 配送物 

(1) 振込依頼書 Ｂ４二つ折り

（桃色） 

１部 

(2) 活動資金 2,000 円以上の 

協力者報告書 

Ａ４ １部 

(3) 赤十字活動資金募集の 

てびき 

Ａ３二つ折り １部 

(4) パンフレット Ａ３二つ折り 全戸+予備３部 

(5) 赤十字活動資金ご協力袋 長４封筒 全戸+予備３部 

(6) ポスター 

 

Ｂ３判 市まちづくり協働課に申

し出されている希望枚数 

（希望枚数が０枚の自治会に

は、入っていません。） 

(7) 自治会向けお礼状兼講習

会等案内状 

Ａ４ １部 

 

２ 活動資金の募集時期 

  「赤十字会員増強運動」に合わせ、５月を中心にお願いします。 

 

３ 活動資金の協力目安額 

  一戸当たり 500 円以上 

※義務ではありません。御協力いただける任意の額で構いません。 

 

４ 募集方法 

  右記を御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



募集方法について 

 

  ① 自治会員への協力依頼と啓発 

    ・『パンフレット』及び『赤十字活動資金ご協力袋』を全戸に配付してく

ださい。 

 

 

    ・『ポスター』を自治会内に掲示してください。 

 

 

  ② 協力いただいた活動資金の収納 

    ・自治会で取りまとめをお願いします。 

    ・収納時に各戸へ『領収書』を発行される場合、事務局まで連絡いただ

ければ用紙をお渡しします。また昨年度お渡しした自治会には、今回

の配送物に同封しています。不要の場合や使用後残った場合は、事務

局へお返しください。 

 

 

  ③ 収納した活動資金の送金 

    ・次のいずれかの方法で、８月末までに送金してください。 

〇金融機関から振り込む 

      専用の『振込依頼書（桃色）』を用いて、裏面に記載の取扱金融機関

から振り込んでください。この場合の振込手数料は、不要です。 

 

 

 

 

     〇事務局（本庁）又は支所へ持参する 

      『ご協力袋』に入ったままお持ちいただいても結構です。 

 

 

  ④ 2,000 円以上御協力いただいた方がおられた場合の報告 

    ・『活動資金 2,000 円以上の協力者報告書』に氏名等を記入し、事務局（本

庁）又は支所まで御提出ください。 

 

『ご協力袋』には、住所、氏名、金額の記入欄があります。  
自治会の募集方法に応じて必要な項目の欄をお使いください。  

振込時に金融機関から渡される領収書は活動資金を振り込

んだ証明書となりますので、大切に保管してください。  



日 滋 東 近 第 １ 号  

令 和 ８ 年 ４ 月 1 5 日  

 

自治会長 各位 

 

日本赤十字社滋賀県支部東近江市地区長    

（公 印 省 略）   

 

令和８年度日本赤十字社活動資金の募集について（依頼） 

 

陽春の候、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、日本赤十字社の活動に深い御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

 さて、日本赤十字社は、人間のいのちと健康、尊厳を守ることを目的として、

災害救護や医療事業、また国際救援などの幅広い人道支援活動を行っています。

そしてこれらの活動は、赤十字の目的に御賛同くださる皆様方からの活動資金に

よって支えられており、昨年度東近江市では、11,957,521 円（令和８年３月 23 日

現在）の御協力をいただきました。 

 つきましては、今年も５月１日から 31 日まで「赤十字会員増強運動※」が県内

一斉に展開されますので、貴自治会におかれましても活動資金募集の取組につい

てお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 
 

※赤十字会員増強運動…県民に赤十字についての理解を深めていただき、一人でも多くの方から

赤十字活動への支援を得ることで財政基盤の強化を図るために実施。 

なお、会員とは、赤十字の支援者のことを言います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本赤十字社滋賀県支部東近江市地区 事務局 

（東近江市福祉部福祉政策課内） 

電話 0748-24-5512 IP 050-5801-0945 FAX 0748-24-5693 
                                                                                                            

永源寺支所  電話 0748-27-1121 IP 050-5801-1121 

  五個荘支所  電話 0748-48-3111 IP 050-5801-3111 

  愛東支所   電話 0749-46-2260 IP 050-5801-2260 

  湖東支所   電話 0749-45-0511 IP 050-5801-0511 

  能登川支所  電話 0748-42-8700 IP 050-5801-8700 

  蒲生支所   電話 0748-55-4883 IP 050-5801-4883 

五個荘地区・能登川地区



１ 配送物 

(1) 振込依頼書 Ｂ４二つ折り

（桃色） 

１部 

(2) 活動資金 2,000 円以上の 

協力者報告書 

Ａ４ １部 

(3) 赤十字活動資金募集の 

てびき 

Ａ３二つ折り １部 

(4) パンフレット Ａ３二つ折り 全戸+予備３部 

(5) 赤十字活動資金ご協力袋 長４封筒 全戸+予備３部 

(6) ポスター 

 

Ｂ３判 市まちづくり協働課に申

し出されている希望枚数 

（希望枚数が０枚の自治会に

は、入っていません。） 

(7) 自治会向けお礼状兼講習

会等案内状 

Ａ４ １部 

 

２ 活動資金の募集時期 

  「赤十字会員増強運動」に合わせ、５月を中心にお願いします。 

 

３ 活動資金の協力目安額 

  一戸当たり 500 円以上 

※義務ではありません。御協力いただける任意の額で構いません。 

 

４ 募集方法 

  右記を御覧ください。 

 

５ 会員証（旧 社員証）について 

記入する欄がなくなったり、新規会員分が必要となった場合は、支所に在庫

がありますので御連絡をお願いします。 

※平成29年４月に「社員」から「会員」に名称変更されています。 

 

 

 

 



募集方法について 

 

  ① 自治会員への協力依頼と啓発 

    ・『パンフレット』及び『赤十字活動資金ご協力袋』を全戸に配付してく

ださい。 

 

 

    ・『ポスター』を自治会内に掲示してください。 

 

 

  ② 協力いただいた活動資金の収納 

    ・自治会で取りまとめをお願いします。 

    ・収納時に各戸へ『領収書』を発行される場合、事務局まで連絡いただ

ければ用紙をお渡しします。また昨年度お渡しした自治会には、今回

の配送物に同封しています。不要の場合や使用後残った場合は、事務

局へお返しください。 

 

 

  ③ 収納した活動資金の送金 

    ・次のいずれかの方法で、８月末までに送金してください。 

〇金融機関から振り込む 

      専用の『振込依頼書（桃色）』を用いて、裏面に記載の取扱金融機関

から振り込んでください。この場合の振込手数料は、不要です。 

 

 

 

 

     〇事務局（本庁）又は支所へ持参する 

      『ご協力袋』に入ったままお持ちいただいても結構です。 

 

 

  ④ 2,000 円以上御協力いただいた方がおられた場合の報告 

    ・『活動資金 2,000 円以上の協力者報告書』に氏名等を記入し、事務局（本

庁）又は支所まで御提出ください。 

 

『ご協力袋』には、住所、氏名、金額の記入欄があります。  
自治会の募集方法に応じて必要な項目の欄をお使いください。  

振込時に金融機関から渡される領収書は活動資金を振り込

んだ証明書となりますので、大切に保管してください。  



自治会

氏名 住所 金額 納入日 会員登録

1 要 ・ 不要

2 要 ・ 不要

3 要 ・ 不要

4 要 ・ 不要

5 要 ・ 不要

6 要 ・ 不要

7 要 ・ 不要

8 要 ・ 不要

9 要 ・ 不要

10 要 ・ 不要

≪記入例≫

氏名 住所 金額 納入日 会員登録

東近江　太郎 八日市緑町10-5 2,000 5月7日 要 ・ 不要

活動資金２，０００円以上の協力者報告書

◆２，０００円以上御協力いただいた方がおられる場合は、この報告書に必要事項を

　御記入いただき、日赤東近江市地区事務局（市役所福祉政策課）又は各支所まで御

　提出ください。

◆年額２，０００円以上の御協力をいただける方は、赤十字の運営に参画する支援者と

　して日本赤十字社滋賀県支部において会員登録されます。

「ご協力袋」中段に登録希望についての欄があります。
レ点がなければ『要』、レ点があれば『不要』に○印を
つけてください。
















